


背景

•社会背景（1~3次予防推進）

•収益悪化（入院時食事療養制度）

•効率＜栄養管理（調査結果）

•院内規約（現状を踏まえ改善策の検討）











（資料）スマートミールの基準



（資料）病院経営から見た給食 ＝入院時食事療養制度（収

入）＝









https://ichikawa-hls-research-grant19-
21.com/index.php/result_2019/

Memo
（HP参照）
特定給食施設の現

状と適切な栄養管理



献立作成基準の作成
•食品構成表

•給与栄養目標量（ｴﾈﾙｷﾞｰ、PFC、Vt・ﾐﾈﾗﾙ）

•院内食事箋規約（約束食事箋、栄養管理指針）

•食形態（常食、軟菜食、流動食の使用食品）

•アレルギー禁忌（禁止）食品

•献立サイクル → ４週間

•朝：昼：夕＝2：3：3 など



未来型医療福祉給食サービス研究会

社会全体での
予防・健康づくり①

1次予防
スマートミール②

食のボーダレス化
1~3次予防

食に関する
患者・利用者・
地域住民（大阪府民）

価値の
継続的向上

2.3次予防
比較表（栄養基準）③④

病院給食の現状
⑤~⑦

外食・中食・給食

医療・福祉

課題解決

関連する課題の把握、解決

本検討会

Memo

当初の予定



医療・福祉（介護保険）施設
→ 栄養基準共有→ 栄養士会、2022.4改訂版

・日本食品標準成分表2020年版（八訂）
・地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の

栄養管理に関するガイドライン

未来型医療福祉給食サービス検討会（第1回）
医療・福祉（介護保険）施設間の情報共有

未来型医療福祉給食サービス検討会（第2回）
福祉・在宅領域の情報共有

栄養課題改善としての食 → ライフラインとしての食
栄養介入方法の検討（施設・在宅）

・栄養情報提供書＜看護サマリー
・地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の
栄養管理に関するガイドライン

・栄養評価、調理の指標
・専門職間、患家の双方に必要な食情報の共有

Memo

ヒヤリングからみ
えた課題



Memo
2.3次予防の基準

是非、ご一読くださ
い！



「地域高齢者等の健康支援を推
進する配食事業の栄養管理に関

する
ガイドライン」

目的：健康寿命の延伸
（ニッポン一億総活躍プラン）

※事業者向けガイドラインの作成（努力目標）

H29.3 厚生労働省健康局



・対象：地域高齢者・・・自宅等の住まいに在住する

65歳以上の高齢者

・配食事業：特定かつ多数の地域高齢者等に対し

主に在宅での摂取用として継続的に宅配

＜含まれないもの＞

（不特定多数）外食、中食 宅配食材、単品のｾﾞﾘｰ等

・栄養素等調整食：ｴﾈﾙｷﾞｰ、たんぱく質、食塩を１つ

または複数調整したもの

物性等調整食：摂食嚥下機能低下者に硬さ・付着性・

凝集性等に配慮

＜栄養管理＞

・献立作成は当該技能を十分有するものが担当

・事業規模：継続的（利用者１人につき、おおむね

週当たり２食以上）に１回100食または1日250食以上

・栄養価：献立作成基準（事業者設定）の±20％以内



＜利用者の状況把握＞

・配食注文時のアセスメント：管理栄養士または栄養士

が担当することが望ま
しい

・管理栄養士または栄養士が食種を判断して

差し支えない（利用者の基本情報を元に）

・低栄養の対応：管理栄養士。

必要に応じてかかりつけ医・歯科医と連携

・サービス開始後数週間以内に初回フォローアップ

・継続利用者（週2食以上、6ヶ月以上）

：年1-2回フォローアップ

＜衛生管理＞

・事業者が保存の方法、消費期限内の摂取を周知

・事業者が保存・摂取方法を定期的に状況把握する

・他の食品等事業者と代行保証契約を結ぶ



＜健康管理支援等＞

・利用者は、医師または管理栄養士から栄養食事指導
を受けている場合、指導時に交付された食事計画案等
を事業者に伝える。

・長期経過、身体状況の変化が見られる場合

：かかりつけ医に相談→食事の調整の有無を確認

＜摂取時＞

・1食を複数回に分けたり、家族と分けたりしない。

・配食以外の食事の際も、配食で得られた知識を活用


